
解　雇　通　知　書

　　　　　　　　　　　　殿

今般、下記事由により、令和により、令和　　年　　月　　日を以て解雇いたしますを以て解雇いたします以て解雇いたしますて解雇いたします解雇いたします。

記

理由により、令和 就業規則第　　条第　　号による。による。

なお、解雇予告手当として、として解雇いたします、　　　　　　　円を支払うものとする。を以て解雇いたします支払うものとする。うものとする。

令和　　年　　月　　日を以て解雇いたします

株式会社

　　　　　　　　　　　　　

代表取締役印

　　　　　　　　　　　　　㊞　　


